
1 特殊健康診断
　 血液検査の正常（A）判定基準について
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項目 /（略称） 単位 性別 正常（A）

肝機能検査

AST（GOT） IU/l 8 ～ 30

ALT（GPT） IU/l 5 ～ 30

γ - グルタミルトランスペプチターゼ（γ
-GTP） IU/l

M 0～ 50

F 0 ～ 45

アルカリフォスファターゼ（ALP） IU/l 38 ～ 113

総ビリルビン（T-BIL） mg/dl 0.3 ～ 1.2

血液一般検査

白血球数（WBC） 102/µl 40 ～ 80

赤血球数（RBC） 104/µl
M 420 ～ 550

F 380 ～ 480

血色素量（HGB） g/dl
M 13.1 ～ 18.0

F 12.1 ～ 16.0

ヘマトクリット（HCT） %
M 37.0 ～ 50.0

F 33.0 ～ 46.0

白血球分類

好塩基球（BASO） ％ 0.0 ～ 1.0

好酸球（EOSIN） ％ 1.0 ～ 7.0

桿状球（STAB） ％ 2.0 ～ 13.0

分葉球（SEG） ％ 38.0 ～ 75.0

リンパ球（LYMPH） ％ 25.0 ～ 47.0

単球（MONO） ％ 2.0 ～ 10.0

各特殊健康診断（特定化学物質、有機溶剤、電離放射線、ベンゼン等）の該当する検査項目を
ご確認ください。

【特殊健康診断判定結果について】
特殊健康診断は特殊健康診断判定医が自他覚症状、検査データ、経年変化等を鑑みて判定します。
また、その健康診断結果のみで有害業務による健康障害が発生していると意味するものではありま
せん。
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2 特殊健康診断
　 自他覚症状、肺機能、尿検査の正常（A）判定基準について

3 特殊健康診断後の事後措置について

項目 単位 正常（A）

問診
自覚症状 - 特記事項なし

他覚症状 - 特記事項なし

肺活量
％肺活量（％VC） % 80.0 以上

一秒率（％ FEV1.0） % 70.0 以上

尿検査

蛋白（NTP） - （-）

ウロビリノーゲン（URG） - （±）

潜血 - （-）

尿沈渣

赤血球 /HPF 4 以下

白血球 /HPF 4 以下

扁平上皮細胞 /HPF 1 未満

【特殊健康診断判定結果について】
特殊健康診断は特殊健康診断判定医が自他覚症状、検査データ、経年変化等を鑑みて判定します。
また、その健康診断結果のみで有害業務による健康障害が発生していると意味するものではあり
ません。

健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者の就業上措置について事業者は労働者に係
る作業環境等の情報とともに産業医にご相談ください。


